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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレーム（１）、シールケーシング（２）、内ローター式モーター（３）、インペラー
（４）および回路板（５）を有する内ローター式放熱ファンにおいて、フレーム（１）に
は框体（１１）と固定座（１２）が形成され、框体（１１）の両端にはそれぞれ風入口（
１１１）と風出口（１１２）が形成され、風入口（１１１）と風出口（１１２）との間に
は気流通路（１１３）が形成され、固定座（１２）と框体（１１）との間は複数個の連接
部材（１３）によって互いに連接するように形成され、固定座（１２）は内側の周壁に位
置決め部（１２２）を有するスリーブからなり、固定座（１２）の内部には位置決め部材
（１４）とシールキャップ（１５）が結合され、位置決め部材（１４）とシールキャップ
（１５）は互いに結合して位置決め部（１２２）に当接するように形成され、シールケー
シング（２）は磁気導引の材料により作成される中空框体からなり、シールケーシング（
２）の一端には結合部（２１）が形成され、結合部（２１）はフレーム（１）の固定座（
１２）に結合され、内ローター式モーター（３）はシールケーシング（２）の内部に設置
され、内ローター式モーター（３）にはローター（３１）とステータ（３２）が含まれ、
ローター（３１）は回動自在にステータ（３２）内に収容され、ローター（３１）には回
動軸（３１１）と磁性部材（３１２）が形成され、磁性部材（３１２）は回動軸（３１１
）と結合してステータ（３２）に位置合わせするように形成され、インペラー（４）は回
動軸（３１１）と結合してシールケーシング（２）の外部に位置するように形成され、回
路板（５）はステータ（３２）と電気的に接続するように形成され、回路板（５）は位置
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決め部材（１４）とシールキャップ（１５）との間に設置され、位置決め部材（１４）に
より回路板（５）とステータ（３２）が隔離されるように形成されることを特徴とする内
ローター式放熱ファン。
【請求項２】
　シールケーシング（２’）の外周面には凹部（２４）が形成され、フレーム（１’）の
固定座（１２）はシールケーシング（２’）の外周面を被覆し、固定座（１２）の内周面
には係止部（１２３）が形成され、係止部（１２３）とシールケーシング（２’）の凹部
（２４）との間は互いに係止して結合するように形成されることを特徴とする請求項１に
記載の内ローター式放熱ファン。
【請求項３】
　シールケーシング（２’）の内周面には凸部（２５）が形成され、ステータ（３２’）
の外周面には位置決め溝（３２１）が形成され、位置決め溝（３２１）はシールケーシン
グ（２’）の凸部（２５）を係止するように形成されることを特徴とする請求項１または
２に記載の内ローター式放熱ファン。
【請求項４】
　フレーム（１）の固定座（１２）は内側の周壁に当接部（１２１）を有するスリーブか
らなり、シールケーシング（２）の結合部（２１）は当接部（１２１）に当接するように
形成されることを特徴とする請求項１または２に記載の内ローター式放熱ファン。
【請求項５】
　フレーム（１）の固定座（１２）は内側の周壁に当接部（１２１）を有するスリーブか
らなり、シールケーシング（２’）の結合部（２１）は当接部（１２１）に当接するよう
に形成されることを特徴とする請求項３に記載の内ローター式放熱ファン。
【請求項６】
　フレーム（１”）、シールケーシング（２”）、内ローター式モーター（３）、インペ
ラー（４）および回路板（５）を有する内ローター式放熱ファンにおいて、フレーム（１
”）には框体（１１）と固定座（１２）が形成され、框体（１１）の両端にはそれぞれ風
入口（１１１）と風出口（１１２）が形成され、風入口（１１１）と風出口（１１２）と
の間には気流通路（１１３）が形成され、固定座（１２）と框体（１１）との間は複数個
の連接部材（１３）によって互いに連接するように形成され、シールケーシング（２”）
は磁気導引の材料により作成される中空框体からなり、シールケーシング（２”）の一端
には結合部（２１）が形成され、結合部（２１）はフレーム（１”）の固定座（１２）に
結合され、シールケーシング（２”）の結合部（２１）には拡径部（２１１）が形成され
ることにより、シールケーシング（２”）の外周壁には段部（２１３）が形成され、フレ
ーム（１”）の固定座（１２）の内側の周壁には位置決め部（１２２）が形成され、段部
（２１３）と位置決め部（１２２）は互いに係止して結合するように形成され、内ロータ
ー式モーター（３）はシールケーシング（２”）の内部に設置され、内ローター式モータ
ー（３）にはローター（３１）とステータ（３２）が含まれ、ローター（３１）は回動自
在にステータ（３２）内に収容され、ローター（３１）には回動軸（３１１）と磁性部材
（３１２）が形成され、磁性部材（３１２）は回動軸（３１１）と結合してステータ（３
２）に位置合わせするように形成され、インペラー（４）は回動軸（３１１）と結合して
シールケーシング（２”）の外部に位置するように形成され、回路板（５）はステータ（
３２）と電気的に接続するように形成されることを特徴とする内ローター式放熱ファン。
【請求項７】
　シールケーシング（２”）の拡径部（２１１）の底部の縁端には複数個の突出フック（
２１２）が形成されることを特徴とする請求項６に記載の内ローター式放熱ファン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放熱ファンに関するもので、特に内ローター式モーターを利用して駆動する
内ローター式放熱ファンに係るものである。
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【背景技術】
【０００２】
　従来の放熱ファンの一般な構造として、外ローター式モーターを利用して回動するよう
に駆動を行うものがある。この外ローター式モーターとしては、例えば中華民国新型公告
第４８８４９７号「ファンの増圧導流装置」（特許文献１を参照）があり、そこにおいて
、概略、ステータ組を利用してローターが回動して作動するのを駆動することができるよ
うにとしている。
【０００３】
　また、従来の放熱ファンの構造として、例えば図８を参照すると、外ローター式モータ
ーを利用して従来の放熱ファン７０を駆動する構造が掲示されている。放熱ファン７０に
はフレーム７１、ステータ７２、回路板７３およびローター７４が含まれる。フレーム７
１の内側には軸管７１１が設けられ、軸管７１１の内に少なくとも一個の軸受け７１２が
設けられる。ステータ７２と回路板７３は軸管７１１の外側の周面に嵌設され、回路板７
３はステータ７２と電気的に接続される。ローター７４には回動軸７４１とインペラー７
４２が形成され、回動軸７４１の一端は軸管７１１の内まで伸び入れられて軸受け７１２
と枢接するように形成される。インペラー７４２は回動軸７４１の他端に結合され、イン
ペラー７４２にはステータ７２に対応するように永久磁石７４３が設けられる。これによ
り、回路板７３によってステータ７２と永久磁石７４３との間に磁束鎖交の作用が生じる
のを制御することにより、インペラー７４２が回動して作動するのを連動することができ
るため、一定の放熱の効果を達成することができるようにとしたものがある。
【０００４】
　上述した従来の放熱ファン７０は主に外ローター式モーターを採用して駆動を行うもの
である。しかし、一般的に、外ローター式モーターは内ローター式モーターと比べて、回
動の安定性が比較的劣るとともに、回転速度が比較的低いなどの問題点を有し、また現在
では電子製品に関しては普遍的に高速度、功能の整合性と微小化などの方向に研究開発を
行っているため、電子製品に要求される放熱の効能性も段々と高まる。そのため、上述し
た外ローター式モーターを利用して駆動を行う従来の放熱ファン７０では一部分の電子製
品における放熱の要求を充分に満足することができなかった。
【０００５】
　上述した従来の放熱ファン７０を放熱の需要が高い電子製品に適用させるべく、関係業
者においては例えば中華民国公開第２００７４４２９０号「ファンおよびその内ローター
式モーター」（特許文献２を参照）が研究開発されている。例えば図９を参照すると、内
ローター式モーターで駆動を行う従来の放熱ファン８０が掲示されており、放熱ファン８
０には框体８１、ステータ構造８２、ローター構造８３、駆動装置８４およびインペラー
８５が含まれる。框体８１は第一框体８１１と第二框体８１２により組成される。ステー
タ構造８２には磁気導引部材８２１が形成される。ローター８３には回動軸８３１と磁性
部材８３２が形成され、回動軸８３１は框体８１の内部まで貫穿されることにより、磁性
部材８３２は回動軸８３１に嵌設されるとともに、磁気導引部材８２１に対応するように
形成される。駆動装置８４は磁気導引部材８２１に電気的に接続される。インペラー８５
は回動軸８３１と連結するとともに、框体８１の外部に位置するように形成される。これ
により、駆動装置８４によって磁気導引部材８２１の電流の方向を制御することができる
ため、磁性部材８３２と磁束鎖交の作用が生じてローター構造８３とインペラー８５が回
動して作動するのを駆動することができるようにとしたものがある。
【０００６】
　しかし、上述した従来の放熱ファン８０は各種の電子製品に対して放熱を行おうとする
時、放熱ファン８０にはフレームの設計を有しないため、運転時においてインペラー８５
から生じる気流を上記電子製品に予定される発熱の部位まで有効に導引して集中させるこ
とができず、そのため、従来の放熱ファン８０においては相変わらず放熱の効果がよくな
いなどの問題点があった。
【０００７】
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　上述した従来の放熱ファン８０におけるフレームを有しないことから生じる問題点を改
善するべく、例えば図１０を参照すると、内ローター式モーターを利用し、かつフレーム
を有する放熱ファン９０を駆動する構造が掲示されている。放熱ファン９０にはフレーム
９１、内ローター式モーター９２、インペラー９３および回路板９４が含まれる。フレー
ム９１にはプラスチック材料を利用して射出成形によってフレーム部９１１とモーターフ
レーム９２が形成され、モーターフレーム９１２はフレーム部９１１の内側に位置するよ
うに形成される。内ローター式モーター９２はモーターフレーム９１２の内部に結合され
、内ローター式モーター９２には回動軸９２１、磁性部材９２２とステータ９２３が含ま
れる。回動軸９２１の一端はモーターフレーム９１２の外部まで伸出するように形成され
、磁性部材９２２は回動軸９２１に結合されてステータ９２３に位置合わせるように形成
される。インペラー９３は回動軸９２１の一端に結合されてモーターフレーム９１２の外
部に位置するように形成される。回路板９４はステータ９２３に電気的に接続される。こ
れにより、内ローター式モーター９２を利用してインペラー９３が回動して作動するのを
駆動することができるため、予定される放熱の作用を提供できるようにしていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】中華民国新型公告第４８８４９７号公報
【特許文献２】中華民国公開第２００７４４２９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記のような従来の放熱ファン７０においては、回動の安定性が比較的劣るとともに、
回転速度が比較的低いなどの問題点があった。また、上記のような従来の放熱ファン８０
においては、フレームの設計を有しないため、運転時においてインペラー８５から生じる
気流を電子製品に予定される発熱の部位まで有効に導引して集中させることができないた
め、放熱の効果がよくないなどの問題点があった。
【００１０】
　さらに、上記のような従来の放熱ファン９０においては、放熱ファン９０は主に射出成
形の方式によってフレーム９１を形成するため、フレーム９１の設計を利用してインペラ
ー９３が運転時において生じる気流を導引して集中させることはできる。しかし、フレー
ム９１のモーターフレーム９１２はプラスチックの材料を利用して射出成形によって作成
されるため、回路板９４によりステータ９２３と磁性部材９２２との間に磁束鎖交の作用
が生じるのを制御する過程において、モーターフレーム９１２そのものは磁気封止の作用
を提供することができず、そのため、磁束漏洩の現象が生じ易くなるとともに、電磁妨害
の問題も生じ易くなるため、インペラー９３の運転時の功能に影響を及ぼし、ひいては従
来の放熱ファン９０の放熱効果が低くなるという問題点があった。
【００１１】
　本発明はこのような問題点に鑑みて発明されたものであって、その主な目的とするとこ
ろは、内ローター式モーターを利用して駆動を行うことにより、磁束漏洩の現象が生じる
のを有効に防止することができるとともに、電磁妨害の問題が生じるのを抑えることがで
きる内ローター式放熱ファンを提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明による内ローター式放熱ファンは、フレーム、シー
ルケーシング、内ローター式モーター、インペラーおよび回路板を有する。フレームには
框体と固定座が形成され、框体の両端にはそれぞれ風入口と風出口が形成される。風入口
と風出口との間には気流通路が形成され、固定座と框体との間は複数個の連接部材によっ
て互いに連接するように形成される。シールケーシングは磁気導引性材料により作成され
る中空框体からなり、シールケーシングの一端には結合部が形成され、結合部はフレーム



(5) JP 5102811 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

の固定座に結合される。内ローター式モーターはシールケーシングの内部に設置され、内
ローター式モーターにはローターとステータが含まれる。ローターは回動自在にステータ
の内に収容され、ローターには回動軸と磁性部材が形成され、磁性部材は回動軸と結合し
てステータに位置合わせるように形成される。インペラーは回動軸と結合してシールケー
シングの外部に位置するように形成される。回路板はステータと電気的に接続するように
形成される。
【００１３】
　また、本発明による内ローター式放熱ファンは、シールケーシングの外周面に凹部が形
成され、フレームの固定座はシールケーシングの外周面を被覆し、固定座の内周面に係止
部が形成され、係止部とシールケーシングの凹部との間は互いに係止して結合するように
形成することもできる。また、シールケーシングの内周面に凸部が形成され、ステータの
外周面に位置決め溝が形成され、位置決め溝はシールケーシングの凸部を係止するように
形成することもできる。また、フレームの固定座は内側の周壁に位置決め部を有するスリ
ーブからなり、固定座の内部に位置決め部材とシールキャップが結合され、位置決め部材
とシールキャップは互いに結合して位置決め部に当接するように形成され、回路板は位置
決め部材とシールキャップとの間に設置され、位置決め部材により回路板とステータが隔
離されるように形成することもできる。また、フレームの固定座は内側の周壁には当接部
を有するスリーブからなり、シールケーシングの結合部は当接部に当接するように形成す
ることもできる。また、シールケーシングの結合部には拡径部が形成されることにより、
シールケーシングの外周壁には段部が形成され、フレームの固定座の内側の周壁には位置
決め部が形成され、段部と位置決め部は互いに係止して結合するように形成することもで
きる。また、シールケーシングの拡径部の底部の縁端には複数個の突出フックが形成され
ることもできる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の請求項１の内ローター式放熱ファンによれば、内ローター式モーターを利用し
てローターとインペラーの回動の作動を安定化することができ、またフレームを合わせて
利用して上記インペラーから生じる気流を有効に導引して集中させることができ、さらに
シールケーシングによって磁気封止の作用を提供して磁束漏洩の現象が生じるのを避ける
ことができるとともに、電磁妨害の問題が生じるのを抑えることができ、全体の放熱の効
果をより一層高めることができる。
【００１５】
　本発明の請求項２の内ローター式放熱ファンによれば、シールケーシングは固定座に対
して任意に回動したりまたは脱落したりするのを確保することができるため、上記シール
ケーシングと上記固定座との間の結合の安定性を高めることができる。
【００１６】
　本発明の請求項３の内ローター式放熱ファンによれば、ステータがシールケーシングの
内部において任意に回動するのを確保することができるため、組立の便利性を高めること
ができる。
【００１７】
　本発明の請求項４、５の内ローター式放熱ファンによれば、ステータが作動時において
生じる高熱から回路板の放熱効果に影響を及ぼしてしまうのを避けることができるため、
上記回路板における各種の電子部材が損壊してしまうのを有効に防止することができる。
【００１８】
　本発明の請求項６、７、８、９の内ローター式放熱ファンによれば、シールケーシング
と固定座との間の結合の安定性をより一層高めることができる。
【００１９】
　本発明の請求項１０の内ローター式放熱ファンによれば、同様にシールケーシングと固
定座との間の結合の安定性をより一層高めることができる。
【００２０】
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　本発明の請求項１１の内ローター式放熱ファンによれば、回路板などの部材が脱落する
のを有効に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態による内ローター式放熱ファンの分解斜視図で
ある。
【図２】図２は、本発明の第１実施形態による内ローター式放熱ファンの組み立てられた
状態の断面図である。
【図３】図３は、本発明の第２実施形態による内ローター式放熱ファンの分解斜視図であ
る。
【図４】図４は、本発明の第２実施形態による内ローター式放熱ファンの組み立てられた
状態の断面図である。
【図５】図５は、本発明の第２実施形態による内ローター式放熱ファンの図４のＡ－Ａ線
に沿った断面図である。
【図６】図６は、本発明の第３実施形態による内ローター式放熱ファンの分解斜視図であ
る。
【図７】図７は、本発明の第３実施形態による内ローター式放熱ファンの組み立てられた
状態の断面図である。
【図８】図８は、従来の外ローター式モーターを用いて駆動する放熱ファンの組み立てら
れた状態の断面図である。
【図９】図９は、従来の内ローター式モーターを用いて駆動する放熱ファンの組み立てら
れた状態の断面図である。
【図１０】図１０は、従来のフレームを有する内ローター式モーターを用いて駆動する放
熱ファンによる組み立てられた状態の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明の実施の形態について、以下、図面を参照して説明する。
【実施例１】
【００２３】
　図１は本発明の第１実施形態の内ローター式放熱ファンによる分解斜視図、図２は本発
明の第１実施形態の内ローター式放熱ファンによる組み立てられた状態の断面図である。
図１、２を参照すると、本発明の第１の実施形態による内ローター式放熱ファンが掲示さ
れており、内ローター式放熱ファンには主にフレーム１、シールケーシング２、内ロータ
ー式モーター３、インペラー４および回路板５が含まれる。
【００２４】
　フレーム１は射出成形によって作成することができる。シールケーシング２はフレーム
１の内側に結合される。内ローター式モーター３はシールケーシング２の内部に設置され
る。インペラー４は内ローター式モーター３と連結するように形成される。回路板５は内
ローター式モーター３に電気的に接続される。これにより、回路板５を利用して内ロータ
ー式モーター３がインペラー４を連動して回動するように作動するのを制御することがで
き、またフレーム１によってインペラー４が回動時に生じる気流を導引して集中させるこ
とができ、さらにシールケーシング２を利用して磁気封止の作用を提供し、磁束漏洩の現
象が生じるのを避けることができるとともに、電磁妨害の問題が生じるのを抑えることが
できる。
【００２５】
　本発明の第１の実施形態におけるフレーム１には框体１１と固定座１２が形成される。
框体１１の両端にはそれぞれ風入口１１１と風出口１１２が形成され、風入口１１１と風
出口１１２との間には気流通路１１３が形成される。固定座１２は気流通路１１３内に形
成され、かつ固定座１２と框体１１との間は複数個の連接部材１３を利用して互いに連接
することができる。それぞれの連接部材１３は好ましくは框体１１の風出口１１２に隣接
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するように形成され、そしてそれぞれの連接部材１３は選択的にリブまたは静的羽根など
の構造からなることができる。
【００２６】
　再び図１を参照すると、固定座１２は好ましくは両端においてそれぞれ開口を有するス
リーブからなり、上記スリーブの内側の周壁にはそれぞれ当接部１２１と位置決め部１２
２が形成され、当接部１２１または位置決め部１２２はそれぞれ環状フランジまたは複数
個の突出体などの構造設計からなることができる。また、固定座１２の内部には好ましく
は位置決め部材１４とシールキャップ１５が結合され、その中に位置決め部材１４は第一
軸受け１６が結合するのに用いられ、そして位置決め部材１４とシールキャップ１５は互
いに係止して結合することができるとともに、位置決め部１２２に当接して安定した結合
の作用を獲得することができる。
【００２７】
　本発明の第１実施形態におけるシールケーシング２は磁気導引性の材料により作成され
る中空框体からなり、シールケーシング２の一端には結合部２１が形成され、結合部２１
はフレーム１の固定座１２と結合して当接部１２１に当接するように形成される。その他
に、シールケーシング２において風入口１１１と風出口１１２に向いている両端にはそれ
ぞれ第一開口２２と第二開口２３が形成され、それにより、内ローター式モーター３の組
立作業を行うのに便利になる。その中に、第一開口２２にはさらに収容室２２１が形成さ
れ、収容室２２１は第二軸受け２２２と結合するのに用いられる。
【００２８】
　本発明の第１実施形態における内ローター式モーター３はシールケーシング２の内部に
組み立てられ、さらに内ローター式モーター３にはローター３１とステータ３２が含まれ
る。ローター３１は回動自在にステータ３２の内に収容され、さらにローター３１には回
動軸３１１と磁性部材３１２が形成される。回動軸３１１の一端は第一開口２２を経由し
てシールケーシング２の内部まで貫穿して通過するように形成され、さらに回動軸３１１
の他端は第二開口２３を経由して位置決め部材１４の内まで伸び入れるように形成される
。これにより、回動軸３１１はそれぞれ第一軸受け１６および第二軸受け２２２と互いに
結合することができるため、第一軸受け１６と第二軸受け２２２によってスムースに回動
することができる。磁性部材３１２は回動軸３１１の外側の周面に直接固定されることに
より、磁性部材３１２はステータ３２と位置合わせるように形成される。
【００２９】
　本発明の第１実施形態におけるインペラー４は回動軸３１１の一端に結合され、そして
インペラー４はシールケーシング２の外部に位置するように形成される。その他に、回路
板５は位置決め部材１４とシールキャップ１５との間に設置され、回路板５はステータ３
２に電気的に接続される。その中に、位置決め部材１４は回路板５を固定するのに用いら
れ、そして回路板５の取り付け位置とステータ３２の取り付け位置は位置決め部材１４に
よって分離されることにより、ステータ３２の作動時に生じる高熱が回路板５の放熱効果
に悪影響を及ぼしてしまうのを避けることができ、さらにシールキャップ１５を利用して
回路板５が脱落するのを有効に防止することができる。
【００３０】
　本発明の内ローター式放熱ファンを作成する時、フレーム１は好ましくは選択的にプラ
スチック材料により作成され、そして射出成形を利用して框体１１と固定座１２を形成し
、さらに射出成形の過程においてシールケーシング２を合わせて射出成形作業に使用され
る金型の中に直接置き入れることにより、固定座１２が成形した後、固定座１２はシール
ケーシング２の結合部２１を直接被覆するように形成されるため、シールケーシング２と
固定座１２との両者の間は固定するように形成される。或いは、事前に射出成形の方式に
よってフレーム１を形成した後、再びシールケーシング２の結合部２１をしまりばめによ
る結合方式で固定座１２の内側に固定して当接部１２１に当接させることができる。そし
て、フレーム１とシールケーシング２との組立の作業を完成した後、直ちに内ローター式
モーター３関係の部材をシールケーシング２の内部に組み立てることができ、それから合
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わせてインペラー４と回路板５などの部材を組み立てることにより、本発明の内ローター
式放熱ファンを構成することができる。
【実施例２】
【００３１】
　図３は本発明の第２実施形態による内ローター式放熱ファンの分解斜視図で、図４は本
発明の第２実施形態による内ローター式放熱ファンの組み立てられた状態の断面図である
。図３、４を参照すると、本発明の第２実施形態の内ローター式放熱ファンが掲示されて
おり、内ローター式放熱ファンには同様にフレーム１’、シールケーシング２’、内ロー
ター式モーター３、インペラー４および回路板５が含まれる。そして、フレーム１’、シ
ールケーシング２’、内ローター式モーター３、インペラー４および回路板５は上述した
第１実施形態に掲示されている構造と大体同じであるが、その主な差異は以下のとおりで
ある。
【００３２】
　シールケーシング２’において、パンチングの方式を利用してシールケーシング２’の
外周面に凹部２４を形成し、またシールケーシング２’の内周面において相対するように
凸部２５を形成し、さらにステータ３２’の外周面において位置決め溝３２１を形成する
ことができる。図５は本発明の第２実施形態による内ローター式放熱ファンの図７のＡ－
Ａ線に沿った断面図である。図５を参照すると、射出成形の方式を利用してフレーム１’
を形成することにより、固定座１２が成形された後、固定座１２が直接シールケーシング
２’の外周面に被覆される時、上述したシールケーシング２’の構造の設計によって固定
座１２の内周面にはさらに係止部１２３が形成される。係止部１２３とシールケーシング
２’の凹部２４との間は互いに係止した結合状態が形成されることにより、シールケーシ
ング２’が不用意に脱落したり回動したりするのを回避することができる。その他に、ス
テータ３２’がシールケーシング２’の内部に取り付けられる時、ステータ３２’の位置
決め溝３２１を合わせてシールケーシング２’の凸部２５を係止することにより、ステー
タ３２’がシールケーシング２’の内部において不用意に回動するのを防止することがで
きるため、よりよい組立の便利性を提供することができる。
【実施例３】
【００３３】
　図６は本発明の第３実施形態による内ローター式放熱ファンの分解斜視図で、図７は本
発明の第３実施形態による内ローター式放熱ファンの組み立てられた状態の断面図である
。図６、７を参照すると、本発明の第３実施形態の内ローター式放熱ファンが掲示されて
おり、内ローター式放熱ファンには同様にフレーム１”、シールケーシング２”、内ロー
ター式モーター３、インペラー４および回路板５が含まれる。その中に、フレーム１”、
シールケーシング２”、内ローター式モーター３、インペラー４および回路板５は上述し
た第１実施形態に掲示されている構造とは大体同じであり、その主な差異は下記のとおり
である。
【００３４】
　シールケーシング２”の結合部２１にはさらに拡径部２１１が形成され、拡径部２１１
の底部の縁端には複数個の突出フック２１２が形成されることにより、シールケーシング
２”の外周壁には段部２１３が形成される。また、フレーム１”において上述した第１実
施形態に掲示されている当接部１２１が省かれた。射出成形の方式によってフレーム１”
を形成することにより、固定座１２が成形された後、固定座１２がシールケーシング２’
の外周面を直接被覆するように形成される時、固定座１２の位置決め部１２２はシールケ
ーシング２”の段部２１３と互いに係止した結合状態が形成されることにより、シールケ
ーシング２”が任意に脱落したり回動したりしないのを確保することができる。その他に
、回路板５、位置決め部材１４とシールキャップ１５がシールケーシング２”の内部に取
り付けられる時、シールケーシング２”のそれぞれの突出フック２１２を折り曲げること
により、それぞれの突出フック２１２によって回路板５、位置決め部材１４とシールキャ
ップ１５などの部材が脱落するのを有効に防止することができ、ひいてはよりよい結合の
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作用を提供することができる。或いは、シールケーシング２”は直接鋲着の方式によって
回路板５、位置決め部材１４とシールキャップ１５などの部材を固定することができるた
め、組立の便利性を高めることができる。
【００３５】
　本発明の内ローター式放熱ファンを実際に使用する時、内ローター式放熱ファンを各種
の電子製品の予定される発熱の部位に取り付けることができ、そしてフレーム１の風出口
１１２は上記予定される発熱の部位に向くように配置できる。さらに回路板５を利用して
内ローター式モーター３のステータ３２とローター３１の磁性部材３１２が磁束鎖交の作
用を生じさせるのを制御することにより、ローター３１の回動軸３１１は回動して作動す
るように形成されるため、さらに回動軸３１１を経由してインペラー４が回動して作動す
るのを連動することができる。これにより、インペラー４が回転する時、気流を導引して
フレーム１の風入口１１１を経由して気流通路１１３に進入し、それから再び気流通路１
１３を経由して気流を集中して集中風出口１１２から導出されることにより、上記電子製
品に対して放熱の作用を行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　上述の如く、本発明の内ローター式放熱ファンによれば、内ローター式モーター３の特
性を利用することによってローター３１とインペラー４の回動の作動を有効的に安定化に
し、そしてその回転速度を高めることができ、さらにフレーム１を利用してインペラー４
から生じる気流を有効に導引して集中させることにより、放熱ファンの全体の放熱効果を
高めることができる。さらに最も重要なのは、内ローター式モーター３はシールケーシン
グ２、２’の内部に取り付けられているため、回路板５の制御によってステータ３２、３
２’と磁性部材３１２との間に磁束鎖交の作用が生じられる過程において、シールケーシ
ング２、２’そのものは磁気封止の作用を提供することにより、磁束漏洩の現象が生じる
のを有効に避けることができるため、インペラー４の運転の功能には影響を受けることな
く、さらに電磁妨害が生じるのを防止することができるため、全体の放熱の効果を高める
ことができる。
【００３７】
　本発明は、その精神とび必須の特徴事項から逸脱することなく他のやり方で実施するこ
とができる。従って、本明細書に記載した好ましい実施形態は例示的なものであり、限定
的なものではない。
【符号の説明】
【００３８】
　　　１、１’、１”　　フレーム
　　１１　　框体
　１１１　　風入口
　１１２　　風出口
　１１３　　気流通路
　　１２　　固定座
　１２１　　当接部
　１２２　　位置決め部
　１２３　　係止部
　　１３　　連接部材
　　１４　　位置決め部材
　　１５　　シールキャップ
　　１６　　第一軸受け
　　　２、２’、２”　　シールケーシング
　　２１　　結合部
　２１１　　拡径部
　２１２　　突出フック
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　２１３　　段部
　　２２　　第一開口
　２２１　　収容室
　２２２　　第二軸受け
　　２３　　第二開口
　　２４　　凹部
　　２５　　凸部
　　　３　　内ローター式モーター
　　３１　　ローター
　３１１　　回動軸
　３１２　　磁性部材
　　３２、３２’　　ステータ
　３２１　　位置決め溝
　　　４　　インペラー
　　　５　　回路板
　　７０　　放熱ファン
　　７１　　フレーム
　７１１　　軸管
　７１２　　軸受け
　　７２　　ステータ
　　７３　　回路板
　　７４　　ローター
　７４１　　回動軸
　７４２　　インペラー
　７４３　　永久磁石
　　８０　　放熱ファン
　　８１　　框体
　８１１　　第一框体
　８１２　　第二框体
　　８２　　ステータ構造
　８２１　　磁気導引部材
　　８３　　ローター構造
　　８４　　駆動装置
　　８５　　インペラー
　　９０　　放熱ファン
　　９１　　フレーム
　９１１　　フレーム部
　９１２　　モーターフレーム
　　９２　　内ローター式モーター
　９２１　　回動軸
　９２２　　磁性部材
　９２３　　ステータ
　　９３　　インペラー
　　９４　　回路板
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